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「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」における 

加算の評価方法等について 

 

令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ ３ 日  
法科大学院公的支援見直し  
強化・加算プログラム審査委員会 

 

○令和元年度（2019年度）「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」より、以下の

通り加算方法の見直しを行ったところ。 

・各法科大学院（以下「ＬＳ」という。）の理念や目指すべき方向性に基づき、今後５年間の

機能強化構想及びそれを実現するための具体的な取組（以下「機能強化構想等」という。）

を、客観的に検証可能な目標（以下「ＫＰＩ」という。）とともにパッケージとして評価。 

・パッケージ全体の評価結果を得点化し、得点率に応じて配分率を決定。 

 

○各年度の評価の対象期間及び観点について 

 

 

 

平成 30年度 

評価 

（2018年度）

【済】 

令和元年度 

評価 

（2019年度）

【済】 

令和２年度 

評価 

（2020年度）

【済】 

令和３年度 

評価 

（2021年度）

【済】 

令和４年度 

評価 

（2022年度）

【済】 

令和５年度 

評価 

（2023年度） 

・改革構想の

評価 

・ＫＰＩの設

定状況 

・継続する取

組の進捗状

況評価 

 

～平成

30(2018）年

９月までの取

組を評価 

(1)機能強化

構想等の改

善状況 

(2)ＫＰＩの

実質化・改

善状況 

(3)具体的取

組やＫＰＩ

の進捗状況 

 

平成 30(2018)

年 10月～令

和元(2019)年

９月までの取

組を評価 

・具体的取組

やＫＰＩの進

捗状況を中心

に評価 

 

令和元(2019)

年 10月～令

和２(2020)年

９月までの取

組を評価 

 

コロナ禍の影

響により、司

法試験合格率

等の審査時点

で算出困難な

取組について

考慮 

・具体的取組

やＫＰＩの進

捗状況を中心

に評価 

 

令和２(2020)

年 10月～令

和３(2021)年

９月までの取

組を評価 

 

・具体的取組

やＫＰＩの進

捗状況を中心

に評価 

 

令和３(2021)

年 10月～令

和４(2022)年

９月までの取

組を評価 

 

 

・具体的取組

やＫＰＩの進

捗状況を中心

に評価 

 

令和４(2022)

年 10月～令和

５(2023)年 11

月までの取組

を評価 

 

 

・令和５年度評価は、各ＬＳが策定した令和元年度～令和５年度の機能強化構想を実現するための 

具体的な取組やＫＰＩの進捗状況を中心に評価を行う。 

参考資料４ 

機 能 強 化 構 想 （ ５ 年 間 ） 
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 〇評価方法について 

※ 別紙「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム評点イメージ」も参照 

 

（１）実績評価 

「今後５年間の機能強化構想」の実現に向けて、令和４年 10月～令和５年 11月における各取組

やＫＰＩの進捗状況及び実績が計画どおりとなっているかをＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの４段階で評価。 

Ｓ（５点）： 

Ａ（３点）： 

Ｂ（１点）： 

 

Ｃ（０点）： 

・計画を上回って進捗している。 

・計画通り順調に進捗している。 

・必ずしも順調に進捗しているとは言えないが、今後の取組状況

により目標は十分達成可能。 

・順調に進捗しているとは言えず、更なる工夫が必要。 

 

  なお、評価に当たり、コロナ禍の影響により審査時点で計画に影響がある場合、その説明を

求め、妥当性を評価することとする。 

 

 

（２）加算率算定の評点の算出方法について 

 （１）の取組ごとの実績評価に重要度を乗じて合計したものを「実績評価点」（最高５点）とす

る。加算率算定の評点は、「実績評価点」とし、その評点に応じ以下の区分でＳ＋～Ｃまでの６段

階で総合評価をする。 

加算率算定の評点 総合評価 

4.5点以上 Ｓ+ 

3.5点以上 4.5点未満 Ｓ 

3.0点以上 3.5点未満 Ａ+ 

2.0点以上 3.0点未満 Ａ 

1.0点以上 2.0点未満 Ｂ 

0点以上 1.0点未満 Ｃ 

  ※加算率については、総合評価の結果に基づき、予算編成過程において決定する。 

○特別加算枠について 

  令和４年度評価と同様、全ＬＳが参加して令和元年度から本格実施された共通到達度確認試験

の試験結果を進級判定の資料の一つとして活用し、未修者教育の改善・充実と質の保証を促進す

るＬＳの取組を支援する。 

 ※加算方法及び加算額については、予算編成過程において決定する。 

 

○その他 

審査委員会は提出された調書の内容等を踏まえ、必要に応じて大学に確認を行うことがある。 


